
1/6 

相模原市建築基準条例(平成１１年相模原市条例第４７号) 新旧対照表 

旧 新 

○相模原市建築基準条例 ○相模原市建築基準条例 

平成１１年１２月２２日 平成１１年１２月２２日 

条例第４７号 条例第４７号 

（略） （略） 

(容積率) (容積率) 

第５９条の６ 建築物の容積率は、１０分の１０以下でなければならな

い。 

第５９条の６ 建築物の容積率は、１０分の１０以下でなければならな

い。 

２ 次の各号のいずれかに該当する建築物で、市長が交通上、安全上、

防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可

したものの容積率は、前項の規定にかかわらず、その許可の範囲内に

おいて、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。 

２ 次の各号のいずれかに該当する建築物で、市長が交通上、安全上、

防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可

したものの容積率は、前項の規定にかかわらず、その許可の範囲内に

おいて、同項の規定による限度を超えるものとすることができる。 

（１） 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面

積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合に

おけるその敷地内の建築物 

（１） 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面

積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合に

おけるその敷地内の建築物 

（２） 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平

成１８年法律第９１号)第２４条の規定により、国土交通大臣が定

める基準に適合する建築物 

（２） 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平

成１８年法律第９１号)第２４条の規定により、国土交通大臣が定

める基準に適合する建築物 

（３） その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有す

る建築物 

（３） その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有す

る建築物 

（新設） （４） 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関す

る工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建

築物で構造上やむを得ないものとして市長が別に定めるもの 

(建蔽率) (建蔽率) 

第５９条の７ 建築物の建蔽率は、１０分の５を超えてはならない。 第５９条の７ 建築物の建蔽率は、１０分の５を超えてはならない。 

２ 前項の規定は、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で市長が ２ 前項の規定は、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で市長が
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指定するものの内にある建築物については、同項に定める数値に、１

０分の１を加えたものをもって同項に定める数値として適用するも

のとする。 

指定するものの内にある建築物については、同項に定める数値に、１

０分の１を加えたものをもって同項に定める数値として適用するも

のとする。 

（新設） ３ 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工

事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で

構造上やむを得ないものとして市長が別に定めるものであって、市長

が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を

得て許可したものの建蔽率は、前２項の規定にかかわらず、その許可

の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすること

ができる。 

３ 前２項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物について

は、適用しない。 

４ 前３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物について

は、適用しない。 

（１） 公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊その他これらに類するも

の 

（１） 公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊その他これらに類するも

の 

（２） 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある

建築物で市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築

審査会の同意を得て許可したもの 

（２） 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある

建築物で市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築

審査会の同意を得て許可したもの 

(建築物の高さの限度) (建築物の高さの限度) 

第５９条の８ 建築物の高さ(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋

窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が

当該建築物の建築面積の８分の１以内の場合においては、その部分の

高さは、１２メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。次条

第１項において同じ。)は、１０メートルを超えてはならない。 

第５９条の８ 建築物の高さ(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋

窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が

当該建築物の建築面積の８分の１以内の場合においては、その部分の

高さは、１２メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。次条

第１項において同じ。)は、１０メートルを超えてはならない。 

（新設） ２ 再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置のため必要な屋

根に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を

行う建築物で構造上やむを得ないものとして市長が別に定めるもの

であって、市長が良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて建

築審査会の同意を得て許可したものの高さは、前項の規定にかかわら

ず、その許可の範囲内において、同項の規定による限度を超えるもの
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とすることができる。 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、

適用しない。 

３ 第１項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物について

は、適用しない。 

（１） その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有す

る建築物であって、良好な住居の環境を害するおそれがないと認め

て市長が建築審査会の同意を得て許可したもの 

（１） その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有す

る建築物であって、良好な住居の環境を害するおそれがないと認め

て市長が建築審査会の同意を得て許可したもの 

（２） 学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得な

いと認めて市長が建築審査会の同意を得て許可したもの 

（２） 学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得な

いと認めて市長が建築審査会の同意を得て許可したもの 

（略） （略） 

(一定の複数建築物に対する制限の特例) (一定の複数建築物に対する制限の特例) 

第５９条の１２ 一団地(その内に第４項の規定により現に公告されて

いる他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むもの

に限る。)内に２以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築

されるもののうち、市長が別に定めるところにより、市長がその各建

築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める

ものに対する第５９条の３、第５９条の６、第５９条の７、第５９条

の９又は第５９条の１０の規定(次項において「特例対象規定」とい

う。)の適用については、これらの建築物は、同一敷地内にあるもの

とみなす。 

第５９条の１２ 一団地(その内に第４項の規定により現に公告されて

いる他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むもの

に限る。)内に２以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築、

大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「建築等」と

いう。)をするものについて、市長が別に定めるところにより、市長

がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がな

いと認めるときは、当該各建築物に対する第５９条の３、第５９条の

６、第５９条の７、第５９条の９又は第５９条の１０の規定(次項に

おいて「特例対象規定」という。)の適用については、これらの建築

物は、同一敷地内にあるものとみなす。 

２ 一定の一団の土地の区域(その内に第４項の規定により現に公告さ

れている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含む

ものに限る。)内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として、

安全上、防火上及び衛生上必要な市長が別に定める基準に従い総合的

見地からした設計によって当該区域内に建築物が建築される場合に

おいて、市長が別に定めるところにより、市長がその位置及び構造が

安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める当該区域内に存するこ

ととなる各建築物に対する特例対象規定の適用については、これらの

建築物は同一敷地内にあるものとみなす。 

２ 一定の一団の土地の区域(その内に第４項の規定により現に公告さ

れている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含む

ものに限る。)内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として、

安全上、防火上及び衛生上必要な市長が別に定める基準に従い総合的

見地からした設計によって当該区域内において建築物の建築等をす

る場合において、市長が別に定めるところにより、市長がその位置及

び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該

区域内における各建築物に対する特例対象規定の適用については、こ

れらの建築物は同一敷地内にあるものとみなす。 
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３ 第１項又は前項の規定による認定を申請しようとする者は、市長が

別に定めるところにより、対象区域(第１項の一団地又は前項の一定

の一団の土地の区域をいう。以下同じ。)内の各建築物の位置及び構

造に関する計画を策定して提出するとともに、その者以外に当該対象

区域の内にある土地について所有権又は借地権を有する者があると

きは、当該計画について、あらかじめ、これらの者の同意を得なけれ

ばならない。 

３ 第１項又は前項の規定による認定を申請する者は、市長が別に定め

るところにより、対象区域(第１項の一団地又は前項の一定の一団の

土地の区域をいう。以下同じ。)内の各建築物の位置及び構造に関す

る計画を策定して提出するとともに、その者以外に当該対象区域の内

にある土地について所有権又は借地権を有する者があるときは、当該

計画について、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。 

４ 市長は、第１項又は第２項の規定による認定をしたときは、遅滞な

く、当該認定に係る前項の計画に関して、対象区域その他市長が別に

定める事項を公告するとともに、対象区域、各建築物の位置その他市

長が別に定める事項を表示した図書を市長が別に定めるところによ

り、一般の縦覧に供さなければならない。 

４ 市長は、第１項又は第２項の規定による認定をしたときは、遅滞な

く、当該認定に係る前項の計画に関して、対象区域その他市長が別に

定める事項を公告するとともに、対象区域、各建築物の位置その他市

長が別に定める事項を表示した図書を市長が別に定めるところによ

り、一般の縦覧に供さなければならない。 

５ 第１項又は第２項の規定による認定は、前項の規定による公告によ

って、その効力を生ずる。 

５ 第１項又は第２項の規定による認定は、前項の規定による公告によ

って、その効力を生ずる。 

６ 第４項の規定により公告された対象区域(以下「公告対象区域」と

いう。)の全部を含む土地の区域内の各建築物の位置及び構造につい

て第１項又は第２項の規定による認定の申請があった場合において、

市長が当該申請に係る第１項又は第２項の規定による認定(以下この

項において「新規認定」という。)をしたときは、当該公告対象区域

内の各建築物の位置及び構造についての第１項若しくは第２項又は

次条第１項の規定による従前の認定は、新規認定に係る第４項の規定

による公告があった日から将来に向かって、その効力を失う。 

６ 第４項の規定により公告された対象区域(以下「公告対象区域」と

いう。)の全部を含む土地の区域内の各建築物の位置及び構造につい

て第１項又は第２項の規定による認定の申請があった場合において、

市長が当該申請に係る第１項又は第２項の規定による認定(以下この

項において「新規認定」という。)をしたときは、当該公告対象区域

内の各建築物の位置及び構造についての第１項若しくは第２項又は

次条第１項の規定による従前の認定は、新規認定に係る第４項の規定

による公告があった日から将来に向かって、その効力を失う。 

(公告対象区域内における同一敷地内建築物以外の建築物の位置及び

構造の認定) 

(公告対象区域内における建築物の位置及び構造の認定) 

第５９条の１３ 公告対象区域内において、前条第１項又は第２項の規

定により同一敷地内にあるものとみなされる建築物(以下「同一敷地

内建築物」という。)以外の建築物を建築しようとする者は、市長が

別に定めるところにより、当該建築物の位置及び構造が当該公告対象

区域内の他の同一敷地内建築物の位置及び構造との関係において安

第５９条の１３ 公告対象区域内において、前条第１項又は第２項の規

定により同一敷地内にあるものとみなされる建築物(以下「同一敷地

内建築物」という。)以外の建築物を新築し、又は同一敷地内建築物

について増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替(位

置又は構造の変更を伴うものに限る。以下この項において「増築等」
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全上、防火上及び衛生上支障がない旨の市長の認定を受けなければな

らない。 

という。)をしようとする者は、市長が別に定めるところにより、当

該新築又は増築等に係る建築物の位置及び構造が当該公告対象区域

内の他の同一敷地内建築物の位置及び構造との関係において安全上、

防火上及び衛生上支障がない旨の市長の認定を受けなければならな

い。 

２ 市長は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、市長が別に定めると

ころにより、その旨を公告するとともに、前条第４項の図書の表示す

る事項について所要の変更をしなければならない。 

２ 市長は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、市長が別に定めると

ころにより、その旨を公告するとともに、前条第４項の図書の表示す

る事項について所要の変更をしなければならない。 

３ 前条第５項の規定は、第１項の認定について準用する。 ３ 前条第５項の規定は、第１項の認定について準用する。 

４ 前条第１項又は第２項の規定は、公告対象区域内の第１項の規定に

よる認定を受けた建築物及び当該建築物以外の当該公告対象区域内

の建築物について準用する。 

４ 前条第１項又は第２項の規定は、公告対象区域内の第１項の規定に

よる認定を受けた建築物及び当該建築物以外の当該公告対象区域内

の建築物について準用する。 

５ 公告対象区域内に第１項の規定による認定を受けた建築物がある

場合における同項の規定の適用については、当該建築物を同一敷地内

建築物とみなす。 

５ 公告対象区域内に第１項の規定による認定を受けた建築物がある

場合における同項の規定の適用については、当該建築物を同一敷地内

建築物とみなす。 

（略） （略） 

(罰則) (罰則) 

第６７条 第４条、第５条第１項若しくは第３項、第７条から第９条ま

で、第１３条第１項、第１４条第１項、第１７条から第３０条まで、

第３１条第１項若しくは第２項、第３２条、第３３条第１項、第３４

条、第３５条、第３７条、第３８条、第３９条第１項、第４０条第１

項、第３項若しくは第４項、第４１条第１項から第４項まで、第４２

条、第４３条、第４４条第１項、第３項から第５項まで、第４５条か

ら第４８条まで、第４９条第２項若しくは第４項、第５１条、第５２

条、第５３条第１項若しくは第４項、第５４条第１項若しくは第２項

本文、第５５条、第５６条、第５９条の３、第５９条の４、第５９条

の６、第５９条の７第１項若しくは第２項、第５９条の８第１項、第

５９条の９第１項又は第５９条の１０第１項の規定に違反した建築

物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された法第９８条

第６７条 第４条、第５条第１項若しくは第３項、第７条から第９条ま

で、第１３条第１項、第１４条第１項、第１７条から第２２条まで、

第２３条第１項若しくは第２項、第２４条第１項、第２５条から第３

０条まで、第３１条第１項若しくは第２項、第３２条、第３３条第１

項、第３４条、第３５条、第３７条、第３８条、第３９条第１項、第

４０条第１項、第３項若しくは第４項、第４１条第１項、第２項若し

くは第４項、第４２条、第４３条、第４４条第１項、第３項から第５

項まで、第４５条から第４８条まで、第４９条第２項若しくは第４項、

第５１条、第５２条、第５３条第１項若しくは第４項、第５４条第１

項若しくは第２項本文、第５５条、第５６条、第５９条の３第１項、

第５９条の４、第５９条の６第１項、第５９条の７第１項、第５９条

の８第１項、第５９条の９第１項又は第５９条の１０第１項の規定に
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第１項第２号に規定する認定建築材料等(以下この項において「認定

建築材料等」という。)の全部又は一部としてその認定建築材料等の

全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合

においてはその建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書

を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工し

た場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は

建築物の部分を引き渡された場合において、その建築材料又は建築物

の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においてはその建築

物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、５０万円以下の罰金に処

する。 

違反した建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書に記載され

た法第９８条第１項第２号に規定する認定建築材料等(以下この項に

おいて「認定建築材料等」という。)の全部又は一部としてその認定

建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引

き渡した場合においてはその建築材料又は建築物の部分を引き渡し

た者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わない

で工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異な

る建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、その建築

材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)にお

いてはその建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、５０万円

以下の罰金に処する。 

２ 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主、工

作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、

当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造

主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。 

２ 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主、工

作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、

当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造

主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。 

３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

がその法人又は人の業務に関して、前２項の違反行為をした場合にお

いては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第１項の

刑を科する。 

３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

がその法人又は人の業務に関して、前２項の違反行為をした場合にお

いては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第１項の

刑を科する。 

（略） （略） 

 附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 


